
 

 

物価高対応子育て応援手当について 

令和７年１１月２１日に閣議決定された“「強い経済」を実現する総合経済対策”

の一つとして、国は子育て世帯に向けて「物価高対応子育て応援手当」の支給を決

定しました。本市においても、国の決定に基づき、本手当の支給を予定しています。 

 

●目  的   物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々におよぶ中、特に 
その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたち
の健やかな成長を応援する観点から支給するもの 

●対象児童数 ７１，０００人 
●支給対象  以下の①または②を養育する者 

①令和７年９月分の児童手当を支給された児童 
（※令和７年９月に出生した児童については令和７年１０月分の児童手当） 
②基準日（令和７年９月３０日）の翌日から令和８年３月３１日まで 
 に出生した児童 

●支 給 額  児童一人につき 一律 ２万円（１回のみ、所得制限なし） 
●支給方法  １ 申請不要 

①令和７年９月分の児童手当を松戸市から支給されている人など 
        ・案内を市から送付。受給辞退の有無確認ののち、児童手当支給 

口座に振込 
       ２ 申請必要 

①基準日（令和７年９月３０日）の翌日から令和８年３月３１日ま
でに生まれた児童の養育者 
②公務員職場から令和７年９月分の児童手当を受給し令和７年９
月３０日時点で松戸市に住民登録がある方など 
・上記①②ともに申請書など必要書類提出後、指定口座に振込 

●支給時期  １ 令和８年３月下旬(予定) 
       ２ 令和８年４月下旬以降振込（予定） 
        ※「２.申請支給」の支給時期については、現在調整中。 
●予 算 額  事業費総額 １，５６４，４８２，０００円 （全額国庫補助） 
       （内訳：事業費１４億２千万円、事務費１億４４４８万２千円） 
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【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８  千葉県松戸市根本３８７－５  

松戸市 子ども部 子ども未来応援課 児童給付担当室  
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